
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布

する。 

  令和６年12月 26日 

 

伊賀市長 稲 森 稔 尚 

 

伊賀市条例第41号 

 

   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

（伊賀市職員の分限に関する条例の一部改正） 

第１条 伊賀市職員の分限に関する条例（平成 16年伊賀市条例第42号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第８条第１項中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。 

 （伊賀市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 伊賀市職員の給与に関する条例（平成 16年伊賀市条例第59号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第 18 条の２第３号及び第４号並びに第 18 条の３第１項第１号及び第３項第１号中

「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 （伊賀市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第３条 伊賀市職員の退職手当に関する条例（平成 16年伊賀市条例第64号）の一部を次

のように改正する。 

  第15条第１項第１号及び第５項第２号、第 16条の見出し及び同条第１項第１号、第

17条第１項第１号並びに第 19条第４項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（伊賀市職員退職諸給与支給条例の一部改正） 

第４条 伊賀市職員退職諸給与支給条例（平成 16年伊賀市条例第65号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第10条第１項第２号中「懲役又は禁こ」を「拘禁刑」に改め、同項第４号中「禁こ」

を「拘禁刑」に改める。 

  第11条中「懲役又は禁この刑」を「拘禁刑」に改める。 

 （伊賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正） 



第５条 伊賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成16年伊賀市条例

第230号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 （伊賀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正） 

第６条 伊賀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（平成 16 年伊賀市

条例第232号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第１号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。 

（伊賀市水道水源保護条例の一部改正） 

第７条 伊賀市水道水源保護条例（平成 16 年伊賀市条例第 276 号）の一部を次のように

改正する。 

  第20条中「該当する」の次に「ときは、その違反行為をした」を加え、「懲役」を「拘

禁刑」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。 

  第21条中「提出した」の次に「ときは、その違反行為をした」を加える。 

 （伊賀市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正） 

第８条 伊賀市情報公開・個人情報保護審査会設置条例（平成26年伊賀市条例第 32号）

の一部を次のように改正する。 

  第17条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 （伊賀市行政不服審査会条例の一部改正） 

第９条 伊賀市行政不服審査会条例（平成 28年伊賀市条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

  第13条中「及び」を「又は」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（伊賀市の適正な土地利用に関する条例の一部改正） 

第 10 条 伊賀市の適正な土地利用に関する条例（平成 29 年伊賀市条例第 23 号）の一部

を次のように改正する。 

  第59条中「該当する」の次に「ときは、その違反行為をした」を加え、「懲役」を「拘

禁刑」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。 

第60条中「該当する」の次に「ときは、その違反行為をした」を加え、「懲役」を「拘

禁刑」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。 

第 61 条中「該当する」の次に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条各号中

「者」を「とき。」に改める。 



（伊賀市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第11条 伊賀市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年伊賀市条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

  附則第３条第４項及び第５項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号。以下「刑法等一部

改正法」という。）の施行の日から施行する。 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によるこ

ととされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例に

よることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正

法第２条の規定による改正前の刑法（明治 40年法律第45号。以下この項において「旧

刑法」という。）第 12 条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。

以下この項において同じ。）又は旧刑法第 13条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）

（有期のものに限る。以下この項において同じ。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役

又は禁錮は、それぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。 

 （人の資格に関する経過措置） 

４ 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることと

され、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例

によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せ

られた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする

有期禁錮に処せられた者とみなす。 

５ 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に

関する法律（令和４年法律第 68号）並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑（死

刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第２条の規定による改正後の

伊賀市職員の給与に関する条例第 18 条の３第１項第１号及び第３条の規定による改正

後の伊賀市職員の退職手当に関する条例第 15条第１項第１号の規定の適用については、

拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 



一人ひとりが輝く伊賀市奨学金支給条例をここに公布する。 

  令和６年12月26日 

 

伊賀市長 稲 森 稔 尚 

 

伊賀市条例第42号 

 

一人ひとりが輝く伊賀市奨学金支給条例 

（目的） 

第１条 この条例は、経済的理由により修学の困難な市内の生徒及び学生に対して一人ひ

とりが輝く伊賀市奨学金（以下「奨学金」という。）を支給し、ひとしくその能力に応じ

た教育を受けることができるよう支援することにより、「誰一人取り残さない持続可能な

伊賀市」及び「差別のない明るい伊賀市」の実現に貢献することができる人材の育成に

資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 高等学校等 学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づき設置された高等学校、

高等専門学校の前期３年の課程、中等教育学校の後期３年の課程、専修学校の高等課

程、特別支援学校の高等部及び各種学校並びに職業能力開発促進法（昭和44年法律第

64号）に基づき設置された長期間の普通職業訓練を行う職業能力開発校及び障害者職

業能力開発校をいう。 

⑵ 大学等 学校教育法に基づき設置された大学（専攻科、別科及び大学院を除く。）、

短期大学、高等専門学校の後期２年の課程並びに専修学校の専門課程及び一般課程並

びに職業能力開発促進法に基づき設置された長期間の高度職業訓練を行う職業能力開

発短期大学校、障害者能力開発校及び職業能力開発大学校をいう。 

（支給対象者） 

第３条 奨学金の支給の対象となる者（以下「支給対象者」という。）は、次の各号のいず

れにも該当する者とする。 

⑴ 本人及びその保護者が住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定により本市



の住民基本台帳に記録されている者（修学のための転出により本市の住民票を消除さ

れた者を含む。） 

⑵ 高等学校等又は大学等に在学する者であって、申請をする年度の４月１日における

年齢が30歳未満であるもの 

⑶ 経済的理由により修学が困難である者 

⑷ 本市が支給する他の奨学金を受給していない、又は受給の決定を受けていない者 

（支給額） 

第４条 奨学金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

⑴ 高等学校等に在学する者 年額７万2,000円 

⑵ 大学等に在学する者 年額８万4,000円 

２ 高等学校等に在学する者のうち、第１学年にあるものには、前項の規定にかかわらず、

前項第１号に定める額に入学時奨学金として１万円を加算して得た額を支給する。 

（支給期間） 

第５条 奨学金を支給することができる期間は、学校教育法の規定による高等学校等若し

くは大学等の修業年限の期間又は職業能力開発促進法の規定による訓練期間とする。た

だし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。 

（支給の申請及び決定） 

第６条 奨学金の支給を受けようとする支給対象者は、規則で定めるところにより、奨学

金の支給を受けようとする年度ごとに市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、書類審査により奨学金の支給の可

否を決定する。 

（支給決定の取消し） 

第７条 市長は、前条第２項の規定による奨学金の支給の決定を受けた者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、当該支給の決定を取り消すものとし、既に支給した奨学金の

全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

⑴ 支給対象者でなくなったとき。 

⑵ 奨学金の支給を受けることを辞退したとき。 

⑶ 前２号に掲げる場合のほか、奨学金を支給することが不適当と市長が認めるとき。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 



附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（伊賀市同和奨学金支給条例の廃止） 

２ 伊賀市同和奨学金支給条例（平成16年伊賀市条例第148号）は、廃止する。 

 （伊賀市奨学金支給条例の廃止） 

３ 伊賀市奨学金支給条例（平成16年伊賀市条例第239号）は、廃止する。 

（伊賀市同和奨学金支給条例の廃止に伴う経過措置） 

４ 令和６年度において、附則第２項の規定による廃止前の伊賀市同和奨学金支給条例第

１条に規定する奨学金の支給を受けていた者（同条例第７条の規定により支給を廃止さ

れた者を除く。）については、引き続き当該者が当該奨学金の受給資格を有する間におい

て、同条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。 

 



伊賀市体育施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年12月 26日 

 

伊賀市長 稲 森 稔 尚 

 

伊賀市条例第43号 

 

伊賀市体育施設条例の一部を改正する条例 

伊賀市体育施設条例（平成 16年伊賀市条例第 254号）の一部を次のように改正する。 

第２条第６号中「上野緑ヶ丘テニスコート」を「上野緑ケ丘テニスコート」に改める。 

第５条を削り、第６条を第５条とし、第７条を第６条とする。 

第８条中「次」を「指定管理者は、次」に改め、同条第３号中「もの」を「場合」に改

め、同条を第７条とする。 

第９条中「体育施設」を「指定管理者は、体育施設」に、「指定管理者は、使用」を「体

育施設の使用」に、「取り消す」を「取り消し、体育施設の使用を制限し、又は体育施設

から退去させる」に改め、同条第２号中「使用許可の」を「第６条の規定により付した」

に改め、同条第４号中「又は」を「に違反し、又は」に改め、同条を第８条とする。 

第10条第２項中「指定管理者」を「前項の規定にかかわらず、指定管理者」に改め、同

条を第９条とする。 

第11条第３項中「体育施設の」を削り、同条を第10条とする。 

第12条中「認めた」を「認める」に、「減免する」を「減額し、又は免除する」に改め、

同条を第11条とする。 

第13条の見出し中「還付」を「返還」に改め、同条中「還付し」を「返還し」に、「還

付する」を「返還する」に改め、同条第１号中「より」の次に「体育施設を」を加え、同

条第２号中「第９条第３号」を「第８条第３号に該当すること」に、「使用」を「体育施

設の使用の許可」に改め、同条第３号中「使用の」を「体育施設の使用の」に、「許可の」

を「当該使用の許可の」に改め、同条を第12条とする。 

第14条中「体育施設の」を削り、「特殊」を「体育施設の使用に当たって、当該体育施

設に特殊」に、「しよう」を「設けよう」に改め、同条第２項中「使用終了後、直ちに」

を「、体育施設の使用を終了したときは、当該体育施設及びその設備を速やかに」に、「使



用の」を「第８条の規定により使用の」に、「取り消されたときも同様」を「取り消され、

使用を制限され、又は退去させられたときも、同様」に改め、同条を第13条とする。 

第15条第１項中「使用者は」の次に「、施設」を加え、同条を第14条とする。 

第16条中「使用の」を「体育施設の使用の」に改め、同条を第15条とする。 

第17条を第16条とする。 

別表第１中「第10条」を「第９条」に、「上野緑ヶ丘テニスコート」を「上野緑ケ丘テ

ニスコート」に改める。 

別表第２中「第11条」を「第10条」に改め、同表青山グラウンドの部を次のように改め

る。 

青山グ

ラウン

ド 

グラウ

ンド 

全面使用 １時間 中学生以下 210 

  一般 410 

半面使用 １時間 中学生以下 110 

  一般 210 

照明設備 １時間 Ａ陸上競技 2,550 

  Ｂ野球 1,530 

  Ｃサッカー 1,530 

  Ｄソフトボール 1,020 

屋内多目的グラウンド １面１時間 中学生以下 160 

一般 310 

 照明設備 １面１時間  510 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例の施行の日以後の体育施設の使用に関し必要な手続は、同日前においても行

うことができる。 



 

伊賀市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年12月26日 

 

伊賀市長 稲 森 稔 尚 

 

伊賀市条例第44号 

 

伊賀市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

伊賀市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成16年伊賀市条例第62号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表内視鏡業務手当の項の次に次のように加える。 

院外病院診療

手当 

 

上野総合市民病院に勤務す

る医師が協定等に基づき、

報酬等を受けることなく当

院以外の病院で診療等（手

術を含む。）の業務に従事し

たとき。 

４時間未満の場合 １日 

 

10,000円 

４時間以上の場合 20,000円 

附 則 

この条例は、令和７年１月１日から施行する。 



伊賀市営住宅管理条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年12月26日 

 

伊賀市長 稲 森 稔 尚 

 

伊賀市条例第45号 

 

伊賀市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

伊賀市営住宅管理条例（平成16年伊賀市条例第206号）の一部を次のように改正する。 

題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 市営住宅の管理（第３条―第35条） 

第３章 法第45条第１項に基づく社会福祉事業等への活用（第36条―第42条） 

第４章 補則（第43条―第46条） 

附則 

第１章 総則 

第２条中「次」を「次の各号」に改める。 

第２条の次に次の章名を付する。 

第２章 市営住宅の管理 

第３条第１項中「、２以上」を「２以上」に改め、同項第１号中「市広報」を「市の広

報紙」に改め、同項第２号中「又は新聞への掲載」を削り、同項第４号中「前３号」を

「前各号」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号を同項第４号とし、同項第２号の

次に次の１号を加える。 

⑶ 新聞への掲載 

第３条第２項中「所在地」を「市長は、市営住宅の所在地」に、「入居資格」を「使用

料、入居者資格」に改め、「申込方法」の次に「、選考方法の概略」を加える。 

第５条の見出しを「（入居者資格）」に改め、同条第１項中「老人」を「高齢者」に、

「として次項で定める者」を「（以下「高齢者等」という。）」に、「第６号まで」を

「第７号まで」に、「第５号）の」を「第６号及び第７号）に掲げる」に改め、同項第３



号中「市税」の次に「その他市に納付すべき負担金等」を加え、同項第４号アを次のよう

に改める。 

  ア 高齢者等である場合 21万4,000円 

 第５条第１項第４号イ中「第８条第１項、第３項」を「第８条第１項若しくは第３項」

に、「旧令第６条第５項第２号に規定する金額」を「21万4,000円（当該災害発生の日から

３年を経過した後は、15万8,000円）」に改め、同号ウ中「旧令第６条第５項第３号に規定

する金額」を「15万8,000円」に改め、同項中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、

第４号の次に次の１号を加える。 

⑸ その者が次のア及びイのいずれにも該当しない者であること。 

ア 過去において市営住宅に入居していた者であって、現に当該市営住宅に係る未納

の使用料、損害賠償金その他費用負担の義務があるもの 

イ 過去において市営住宅に入居していた者であって、当該市営住宅の使用に係る債

務を免れたことがあるもの（第15条の規定により使用料の減免をされた者及び第17

条第２項の規定により敷金の減免をされた者を除く。） 

第５条第２項中「前項に規定する老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必

要がある者」を「高齢者等」に改め、同項第３号中「第１款症程度」を「第１款症に該当

する者」に改め、同条第３項中「もの」を「者」に改め、同条第４項中「第５条第１項第

１号」を「第１項第１号」に、「、第５号及び第６号」を「及び第５号から第７号まで」

に改め、同項第１号中「第５条第１項第４号イ」を「第１項第４号ア」に、「地域の自主

性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部

の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令第５条の規定による改正前の令

（以下この項において「旧改良令」という。）第12条の規定により読み替えられる旧令第

６条第５項第１号」を「住宅地区改良法施行令（昭和35年政令第128号。以下「改良令」と

いう。）第12条の規定により読み替えられる令第６条第１項」に改め、同項第２号中「旧

改良令」を「改良令」に、「旧令第６条第５項第３号」を「令第６条第２項」に改め、同

条第５項中「該当するか」を「該当するかどうか」に改め、同条第６項を削る。 

第10条を削る。 

第９条第１項中「市営住宅の入居を承認された者は、入居指定日までに次に掲げる手続

をし、入居指定日から１か月以内に入居し」を「入居決定者は、決定のあった日から10日

以内に次に掲げる手続をし」に改め、同項第１号中「連帯保証人２人が連署した」を削り、



同項第２号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 緊急連絡先となる者（規則で定める要件を満たし、入居者と連絡がとれない場合に

おいて入居者及び関係者への連絡その他規則で定める役割を担う者をいう。）を定め

た緊急連絡先届出書を提出すること。 

第９条第２項を次のように改める。 

２ 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内に行うことが

できないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定

める手続をしなければならない。 

第９条第３項中「次の各号のいずれかに該当する場合には、入居の決定を取り消すもの

とする」を「第１項又は前項に規定する期間内に第１項の手続をしないとき又は偽りその

他不正の行為によって入居の決定を受けたときは、市営住宅の入居の決定を取り消すこと

ができる」に改め、同項各号を削り、同条に次の２項を加える。 

４ 市長は、入居決定者が第１項又は第２項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し

て速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。 

５ 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなけれ

ばならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。 

第９条を第10条とする。 

第８条第１項中「基づいて」の次に「市営住宅の」を加え、「入居を承認した者（以下

「入居決定者」という。）」を「入居決定者」に改め、「補欠として」の次に「入居順位

を定めて必要と認める数の」を加え、同条第２項中「うちから」の次に「入居順位に従い」

を加え、同条第３項中「資格期間は、抽選翌月」を「資格は、第１項の規定により入居補

欠者として定めた月の翌月」に改め、同条を第９条とする。 

第７条第１項を次のように改める。 

入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の法第25条

の規定による入居者の選考は、令第７条各号のいずれかに該当する者のうちから行う。 

第７条第２項中「に掲げる者のうち、次」を「のいずれかに該当する者が次」に、「者

で速やかに」を「場合であって、速やかに」に、「者について」を「とき」に、「前項」

を「第２項及び前項」に改め、「優先的に」の次に「選考して」を加え、同項第１号エ中

「第８号」を「第７号」に改め、同項第３号中「低額所得者」の次に「である場合」を加

え、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 



２ 市長は、令第７条各号に掲げる者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮

する度合いの高い者から入居者を決定するものとする。 

３ 前項の規定による決定において、住宅の困窮度合いの順位を定め難いときは、公開抽

選により入居者を決定する。 

第７条を第８条とする。 

第６条の見出し中「申請」を「申込み及び決定」に改め、同条中「前条に規定する入居

資格」を「前２条に規定する入居者資格」に、「市営住宅入居申込書を市長に提出し、そ

の承認を受けなければ」を「規則で定めるところにより入居の申込みをしなければ」に改

め、同条に次の１項を加える。 

２ 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、

その旨を当該入居者として決定した者（以下「入居決定者」という。）に対し通知する

ものとする。 

第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。 

（入居者資格の特例） 

第６条 市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当

該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第

１項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。 

２ 法第８条第１項若しくは第３項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等

に関する法律（昭和37年法律第150号）第22条第１項の規定による国の補助に係る市営住

宅又は法第８条第１項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失し

た住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる市営住宅の入居者は、前条

第１項各号（高齢者等にあっては、同項第２号から第７号まで）に掲げる条件を具備す

るほか、当該災害発生の日から３年間は、当該災害により住宅を失った者でなければな

らない。 

第11条第１項中「入居の」を「当該市営住宅への入居の」に改め、同条第２項中「して

はならない」を「しないものとする」に改める。 

第12条第１項中「同居していた者」の次に「が引き続き当該市営住宅に居住を希望する

ときは、当該入居者と同居していた者」を加え、「受けて、引き続き当該市営住宅に入居

することができる」を「得なければならない」に改め、同条第２項中「してはならない」

を「しないものとする」に改め、同条第３項中「の当該承認」を「の承認」に、「発生後



１か月以内に当該承認を申請し」を「発生から１月以内に承継の申請をし」に改める。 

第13条第１項本文中「使用料」を「毎月の使用料」に、「次条第２項」を「次条第３項」

に、「同条第３項」を「同条第４項」に改め、「の収入」の次に「。第27条において同

じ。」を加え、「家賃以下で」を「家賃（第３項の規定により算出したものをいう。以下

同じ。）の額以下で」に、「の範囲内において市長が定める」を「とする」に改め、同項

ただし書中「入居者からの」を「入居者から次条第１項の規定による」に、「第32条の規

定による報告の」を「第32条第１項の規定による」に、「公営住宅の入居者」を「当該入

居者」に、「家賃」を「家賃の額と同額」に改め、同条第３項中「算出した額とする」を

「算出する」に改め、同条第４項及び第５項中「使用料」を「毎月の使用料」に改める。 

第14条第１項中「入居者」を「公営住宅の入居者」に改め、同条第３項中「入居者」を

「公営住宅の入居者」に、「必要」を「当該意見に理由」に改め、同項を同条第４項とし、

同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次

の１項を加える。 

２ 前項の規定による収入の申告は、公営住宅法施行規則第７条に規定する方法によるも

のとする。 

第15条の見出し中「又は敷金の延納、減免」を「の減免又は徴収猶予」に改め、同条中

「場合には」を「場合において」に、「使用料又は敷金の延納を認め、又はこれらを減免

する」を「市長が定めるところにより市営住宅の使用料の減免をし、又は徴収を猶予する」

に改め、同条第１号中「同居者が災害により著しい損害を受けた」を「同居者の収入が著

しく低額である」に改め、同条第２号中「疾病」を「病気」に改め、同条第３号を次のよ

うに改める。 

⑶ 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。 

第15条に次の１号を加える。 

⑷ 前３号に準ずる特別の事情があるとき。 

第16条第１項を次のように改める。 

  市長は、市営住宅の入居者から第10条第４項の入居可能日から当該入居者が市営住宅

を明け渡した日（第30条第１項の規定による明渡しの請求をしたときは、当該明渡しの

期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日とし、第35条第１項に

よる明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日とする。）までの間、市営

住宅の使用料を徴収する。 



第16条第２項中「使用料は、毎月末」を「市営住宅の入居者は、毎月末（月の途中で当

該市営住宅を明け渡したときは、明け渡した日）」に改め、「月分」の次に「の当該市営

住宅の使用料」を加え、同条第３項中「使用料は、その」を「新たに市営住宅に入居した

場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその」に、「１か月」を「１月」に改め、

「ときは」の次に「、その月の当該市営住宅の使用料は」を加え、同条第４項中「入居者」

を「市営住宅の入居者」に、「第33条」を「第34条」に、「市営住宅」を「当該市営住宅」

に改める。 

第17条第１項中「入居者から使用料の３か月分」を「市営住宅の入居者から当該市営住

宅の入居時における使用料の３月分」に改め、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項

中「前項」を「第１項」に、「入居者が市営住宅を立ち退くとき、これ」を「市営住宅の

入居者が当該市営住宅を明け渡すときにこれ」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１

項の次に次の１項を加える。 

２ 市長は、第15条各号に掲げる特別の事情のいずれかに該当する場合において、必要と

認める者に対して市長が定めるところにより前項の敷金の減免をし、又は徴収を猶予す

ることができる。 

第18条の見出し中「運用」を「運用等」に改め、同条第１項中「又は地方債の取得並び

に預金、土地」を「、地方債若しくは社債の取得、預金又は土地」に改め、同条第２項中

「建設に要する費用等」を「整備に要する費用に充てる等」に改める。 

第19条の見出し中「修繕費」を「修繕費用」に改める。 

第20条第１号中「及び上下水道」を「、水道及び下水道」に改め、同条第３号中「使用」

の次に「又は維持及び運営」を加える。 

第21条第２項中「損傷した」を「毀損した」に改める。 

第23条の見出し中「不在」を「一時不在」に改め、同条中「引続き１か月」を「引き続

き15日」に改める。 

第24条の見出しを「（転貸又は譲渡の禁止）」に改める。 

第26条の見出し中「模様替・増築」を「模様替又は増築」に改め、同条第１項中「を模

様替えし、又は増築し」を「の模様替又は増築をし」に改め、同条第２項中「入居者の費

用で原形に復する」を「当該入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用

で原状回復を行う」に改め、同条第３項中「受けず」を「得ず」に、「を模様替えし、又

は増築した」を「の模様替又は増築をした」に、「原形に復さなければ」を「原状回復を



行わなければ」に改める。 

第27条第１項中「引続き３年以上市営住宅に入居している」を「市営住宅の入居者が当

該市営住宅に引き続き３年以上入居している場合において、第14条第３項の規定により認

定した当該」に、「第５条第４号」を「第５条第１項第４号」に改め、同条第２項中「引

続き５年以上市営住宅に入居している」を「市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き

５年以上入居している場合において、第14条第３項の規定により認定した当該」に、「引

続き令」を「引き続き令」に改め、同条第３項中「入居者は、前２項の」を「市営住宅の

入居者は、第１項又は前項の規定による」に、「意見の」を「、意見の」に改める。 

第29条第１項中「期間」の次に「（当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合に

あっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間）」を加え、「に規定

する方法」を「の規定」に、「毎月使用料」を「毎月の使用料」に改め、同条第２項中

「定める使用料を算出する方法」を「規定する使用料」に、「よるものとする」を「より

算出する」に改め、同条第３項中「第16条及び第17条」を「第15条及び第16条」に改める。 

第30条第１項中「ことができる」を「ものとする」に改め、同条第２項中「６か月」を

「６月」に改め、同条第４項第３号中「１年以内に」を「近い将来において」に改める。 

第31条第１項中「期間」の次に「（当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合に

あっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間）」を、「家賃」の次

に「の額」を加え、同条第２項中「行う」の次に「日」を加え、「、毎月」を削り、同条

第３項中「第16条」を「第15条」に、「使用料に、第15条」を「使用料及び前項の金銭に、

第16条」に改め、「及び前項の金銭」を削る。 

第32条中「使用料、敷金若しくは損害賠償金の延納又は減免、第30条第１項」を「使用

料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第２項による敷金の減免若しくは徴収

の猶予又は第30条第１項」に、「閲覧し」を「閲覧させ」に、「記録する」を「記録させ

る」に改め、同条に次の２項を加える。 

２ 市長は、前項の規定による要求を職員を指定して行わせることができる。 

３ 市長及び前項の規定により指定された職員は、第１項の規定による要求によりその職

務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 

第34条中「入居者」を「市営住宅の入居者」に、「市長の」を「市営住宅監理員又は市

長の」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 市営住宅の入居者は、第26条第１項ただし書の規定により市営住宅の模様替をし、又



は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復を行わなければ

ならない。 

第35条第１項中「入居者が」を「市営住宅の入居者が」に改め、同項第２号中「３か月」

を「３月」に改め、同項第３号中「き損又はき損し、原状復旧を行わない」を「毀損した」

に改め、同項第７号中「とき」の次に「（同居者が該当する場合を含む。）」を加え、同

条第２項を削り、同条第３項中「前２項」を「前項」に、「より」を「よる」に、「明渡

し等の」を「明渡しの」に、「市長の指定する期限までに当該市営住宅の明渡し等をしな

ければ」を「速やかに当該市営住宅を明け渡さなければ」に改め、同項を同条第２項とし、

同条第４項中「２倍」を「額の２倍」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項中「及

び第２項の規定」を削り、「明渡し等の」を「同項の」に、「明渡し等を」を「明渡しを」

に改め、「家賃の」の次に「額の」を加え、「以下での」を「以下の」に改め、同項を同

条第４項とし、同条の次に次の章名を付する。 

第３章 法第45条第１項に基づく社会福祉事業等への活用 

第36条の見出しを「（使用許可）」に改める。 

第37条の見出しを「（使用手続）」に改める。 

第38条の見出し中「社会福祉法人等の」を削る。 

第39条の見出し中「使用状況の」を削る。 

第40条及び第41条の見出し中「社会福祉法人等の」を削る。 

第42条の見出し中「社会福祉法人等の使用への」を削る。 

第42条の次に次の章名を付する。 

第４章 補則 

第43条第２項中「共同施設」の次に「の管理」を加え、同条第３項中「必要に応じて市

営住宅管理人」を「市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人」に改め、

同条第４項中「使用料の徴収及び修繕箇所の報告等入居者との連絡事務」を「修繕すべき

箇所の報告等、入居者との連絡の事務」に改め、同条に次の１項を加える。 

５ 第１項から前項までに規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関

し必要な事項は、規則で定める。 

第44条中「、入居者の承認を得て」を削り、「又は特に」を「若しくは市長の」に、

「検査をさせて、入居者」を「検査をさせ、又は入居者」に改め、同条に次の２項を加え

る。 



２ 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当

該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。 

３ 第１項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求

があったときは、これを提示しなければならない。 

第45条の見出し中「情報提供」を「資料提供」に改め、同条中「必要があると認めると

きは、市営住宅へ入居しようとする者（同居しようとする者を含む。）又は入居の承継を

しようとする者若しくは現に市営住宅を使用している者（同居者を含む。）が暴力団員で

あるかどうかについて、警察本部に対し、情報提供」を「入居決定者若しくは同居しよう

とする者又は入居者若しくは同居者が暴力団員に該当するかどうかを確認するため必要が

あると認めるときは、その必要な限度において、警察署その他関係機関に対し、資料の提

供」に改める。 

第46条を削り、第47条を第46条とする。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

伊賀市用品購入基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例をここに公布する。 

  令和６年12月26日 

 

伊賀市長 稲 森 稔 尚 

 

伊賀市条例第46号 

 

伊賀市用品購入基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例 

伊賀市用品購入基金の設置及び管理に関する条例（平成16年伊賀市条例第73号）は、

廃止する。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 



伊賀市川上地区施設管理基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例をここ

に公布する。 

  令和６年12月26日 

 

伊賀市長 稲 森 稔 尚 

 

伊賀市条例第47号 

 

伊賀市川上地区施設管理基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例 

 伊賀市川上地区施設管理基金の設置、管理及び処分に関する条例（平成16年伊賀市条例

第103号）は、廃止する。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 



伊賀市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年12月26日 

 

伊賀市長 稲 森 稔 尚 

 

伊賀市条例第48号 

 

伊賀市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 

 伊賀市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年伊賀市条例第 25号）の一部を次の

ように改正する。 

 第53条から第55条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 67号。以下「刑法等一部

改正法」という。）の施行の日から施行する。 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によること

とされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例による

こととされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第２

条の規定による改正前の刑法（明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」と

いう。）第12条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項

において同じ。）又は旧刑法第13条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のもの

に限る。以下この項において同じ。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮は、

それぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。 

 


